
　（社）鳥取県獣医師会がネコの

避妊・去勢にかかる費用に対して、

一定額の助成が受けられます。助

成を希望する人は、事前の申込み

みが必要です。

　なお、助成は 1世帯につき 1頭

とし、助成件数に限りがあります

ので、申込み多数の場合は抽選と

なります。

　詳しくは（財）鳥取県獣医師会

（電話 0857-53-4300）までお問い

合わせください。

助成額　▼避妊手術＝ 5,000 円

▼去勢手術＝ 3,000 円

申込み　申込み用はがきで、11
月 15 日（火、消印有効）までに（社）

鳥取県獣医師会に申し込んでくだ

さい。

※申込みはがきは、健康福祉セン

ター（電話 72-1852）と役場黒坂

支所（電話 74-0211）にあります。

　町営バス菅福線の第 4便が、10

月 3 日（月）の運行から冬ダイヤ

に変更しています。

　各バス停の通過時間は、配布し

ている町営バス時刻表をご確認く

ださい。

　なお、町営バスはまちの皆さん

の交通機関です。多くの利用をお

願いします。

期間　10 月から平成 24 年 3 月 31

日まで

問合せ　役場企画政策課　担当　

三好達也（電話 72-0332）
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～キラリと光るまち　ひのちょう～

　建物を新築・増改築されたとき

は、町へ届出が必要です。

　建物は用途・面積にかかわらず、

屋根・周壁・基礎のある建物が対

象となります。対象の建物は家屋

評価の対象となりますので、ご協

力ください。すでに完成された人

で、未届けの場合は必ず届け出て

てください。

　また、家屋などを取り壊した場

合にも届出が必要です。

問合せ　役場住民課　担当　音田

雄一郎（電話 72-0333）

　町では、戦没者追悼式を行いま

す。

　遺族の皆さんのほかどなたでも

参加できますので、多くの皆さん

に恒久平和を祈念していだだけま

す。参加申込みなど詳しくは役場

健康福祉課までお問い合わせくだ

さい。

日時　10 月 13 日（木）午前 10

時～

場所　山村開発センター（根雨）

問合せ　役場健康福祉課　担当　

田貝嘉彦（電話 72-0334）

　10 月 17 日（月）から 23 日（日）

までを行政相談週間と定め、この

期間を中心に合同行政相談所の開

設などを行います。役所の仕事に

ついて、苦情や要望を受け付けま

すので、利用ください。相談は無

料です。

〔米子合同行政相談所〕
日時　10 月 21 日（金）午後 1 時

～午後 4時

場所　米子市福祉保健センター

「ふれあいの里」4 階会議室（米

子市錦町 1-139-3　電話 0859-23-

5491）

問合せ　鳥取行政評価事務所（電

話 0857-24-5542）

〔行政相談員による定期相談〕
日時　10 月 12 日（水）午前 9 時

～正午

場所　山村開発センター小会議室

相談員　小谷学さん（野田）（電

話 72-0069）

　肺がん・胃がん・大腸がん検診

の補足検診を実施します。年に 1

度はがん検診を受け、早期に発見

し、早期に適切な治療を受けま

しょう。

　特に働き盛りの人は積極的に受

けましょう。

　検診当日は、受診票、健康手帳

を持参してください。

〔胃がん・肺がん・大腸がん〕

期日　10 月 16 日（日）

会場　山村開発センター

受付時間　▼胃がん検診…午前 8

時～午前 9時▼肺・大腸がん検診

…午前 9時～午前 10 時

申込み　受診を希望する人は、

10 月 12 日（水）までに健康福祉

センターに申し込んでください。

問合せ　健康福祉センター　担当

頭本敏仁（電話 72-1852）

建物を新築・増改築したら
町へ届出をしてください

年に１度は「がん検診」を
受けましょう
肺がん・胃がん・大腸がん
検診補足日のお知らせ

ネコの避妊・去勢にかかる
費用に対して、一定額の助成
が受けられます

平成 23年度町戦没者追悼式
を開催します
皆さん、ご参加ください

困ったら気軽に行政相談
10月 17 日～ 23 日は
行政相談週間です

町営バス菅福線
冬ダイヤに変更のお知らせ

町文化・防災講演会のお知らせ
「 地球温暖化と気象異変 」

10 29月 日（土）

この頃の異常高温やゲリラ豪雨はなぜ？

13：30～ 15：00
【会場】 日野町公民館（黒坂） 講堂
【講師】放送大学鳥取学習センター客員教授

　　　 （ＮＰＯ法人氷河・雪氷圏環境研究舎代表）

【問合せ】 日野町公民館（電話 74-0212）
成瀬　廉二  さん



　第 52 回体力づくり日野町駅伝

競走大会を行います。温かいご声

援をお願いします。

　なお、当日はコースとなる根雨

まちなかが、車両通行止となりま

す。ご協力をお願いします。

期日　10 月 15 日（土）午前 10

時スタート

通行規制　▼区間＝役場前から根

雨 1 区まで▼時間＝午前 9 時 30

分～正午※路上駐車はご遠慮くだ
さい。
問合せ　町教育委員会事務局　担

当　稲田いずみ（電話 72-2107）

　日野町のシイタケ産業復活を目

指して活動している『しいたけマ

ンの会』が主催し、「しいたけマ

ン養成講座」が開かれます。

　この講座は計 3回にわたって開

かれ、全講座終了後には原木シイ

タケのほだ木 10 本を所有するこ

とができます。

日時　10 月 10 日（月・祝）午前

10 時～

場所　町公民館、鵜の池

内容　▼第 1 部＝講演「原木シイ

タケ栽培～その事業化の秘訣～」、

講師：（財）日本きのこセンター

菌蕈研究所副所長　長谷部公三郎

さん（黒坂出身）▼第 2 部＝鵜

の池に移動し実地作業（下刈り・

伐採）指導、指導：しいたけマン

の会会長 久代宏一さん（黒坂）

※第 2回予定＝ 11 月 19 日（土）

※第 3回予定＝平成 24 年 3 月中旬

服装　長靴、軍手、作業ができる

服装

参加費　1,500 円（講演のみの参

加は無料です）

※第 2回＝ 1,500 円

※第 3回＝ 1,000 円

申込み　10 月 7 日（金）までに、

しいたけマンの会事務局に電話で

申し込んでください。

問合せ　しいたけマンの会事務局

梅林敏彦（電話 080-1637-7982）

秋の根雨宿を駆け抜ける
日野町駅伝競走大会　開催
（通行規制が行われます）

原木シイタケ栽培について
学んでみませんか
しいたけマン養成講座　開催

日時　10 月 16 日（日）午前 10 時

～午後 4時

場所　鳥取地方法務局米子支局

（米子市旗ケ崎 2丁目 10 番 12 号、

電話 0859-22-6161）

料金　無料

受付　当日会場で受付

相談内容　【不動産登記関係】土

地建物の売買、相続、贈与など

【商業・法人登記関係】会社の設立、

増資、役員変更など

問合せ　●鳥取地方法務局（電話

0857-22-2191）●鳥取県土地家屋

調査士会（電話 0857-22-7038）

●鳥取県司法書士会（電話 0857-

24-7013）

　県内では、コナラなどブナ科樹

木が枯れるなどの集団故損が広が

り、猛毒キノコ「カエンタケ」が

発生する可能性がありますので注

意してください。

　「カエンタケ」はブナ科樹木が

枯れた 1年後くらいから、その根

の近くに発生する赤い円筒形また

は、それが分岐した手の指のよう

な形をしているキノコです。触っ

ただけでも炎症を起こします。ま

た、致死量は生のキノコで 3グラ

ムと猛毒です。

　野生キノコの発生シーズンを迎

えていますが、知らないキノコは

絶対に採取しない、また食べない

ようにしてください。

鳥取地方法務局・鳥取県土地
家屋調査士会・鳥取県司法書
士会共催「登記相談会」開催

猛毒キノコ「カエンタケ」
にご注意ください

平成 24年度「コミュニティ助成事業」のお知らせ
　自治会などコミュニティ活動を行っている団体に助成する「コ
ミュニティ助成事業」の希望団体を募集しています。

　まだ、平成 24 年度事業の詳細は未定ですが、例年、10 月中

旬ごろが申請期限となりますので希望する団体は 10 月 12 日（水）
までに役場企画政策課（電話 72-0332）へ連絡してください。

　なお、この事業は（財）自治総合センターが「宝くじの社会貢

献広報事業」として行っています。

【参 考】助成事業の種類（平成 23 年度の場合）
①一般コミュニティ助成事業（100 万円～ 250 万円）

　コミュニティ活動に直接必要な施設や設備の整備など

②コミュニティセンター助成事業（総事業費の 3/5、上限 1,500 万円）

　集会所施設整備のための経費

③青少年健全育成助成事業（30 万円～ 100 万円）

　親子参加型のソフト事業

④地域防災組織育成助成事業（30 万円～ 200 万円）

　災害の被害防止活動などに直接かかわるもの

◆申請書類は町と県を経由して、（財）自治総合センターの審査

　により決定されます。また、上記助成事業が毎年実施されると

　は限らず、申請に対し、必ず助成が受けられるものではありま

　せんので、あらかじめご了承ください。

【問合せ】役場企画政策課　担当　後藤一則（電話 72-0332）

ご存知ですか　日野町元気なまちづくり交付金
～ 申請受付は 12 月末までです ～

　町では、集落や自治会、非営利の住民グループなどが行う「元気なま
ちづくり」を目的とした活動に対して上限 20 万円の交付金を交付しま
す。受付は 12 月末までですので、希望する団体は役場企画政策課まで
申込んでください。 【問合せ】役場企画政策課（電話 72-0332）


